
税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

身
体
・
精
神
に
障
が
い
が
あ
る

方
の
軽
自
動
車
税
な
ど
の
減
免

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
が

あ
り
、車
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、

税
金
の
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。

対
象
者　
身
体
障
害
者
、
戦
傷
病

者
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
で
、
身
体
障
が

い
者
自
身
が
使
用
ま
た
は
障
が

い
者
の
通
学
・
通
院
・
通
所
・

生
業
の
た
め
に
使
用
す
る
車
を

所
有
し
て
い
る
方

減
免
す
る
車　
軽
自
動
車
、
普
通

自
動
車（
普
通
自
動
車
は
県
税

事
務
所
へ
申
請
）な
ど
の
う
ち

1
人
1
台
で
、
本
人
の
所
有
す

る
自
動
車（
18
才
未
満
の
身
体

障
が
い
者
ま
た
は
知
的
障
が
い

者
も
し
く
は
精
神
障
が
い
者
で

本
人
と
生
計
を
一
に
す
る
方
の

所
有
を
含
む
）に
限
り
ま
す
。

※
障
が
い
の
区
分
・
等
級
に
よ
り

減
免
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◆
軽
自
動
車
を
新
た
に
減
免
申
請

す
る
場
合

申
請
場
所　
税
務
収
納
課
軽
自
動

車
税
担
当（
本
館
1
階
）

持
参
す
る
も
の　
印
鑑
、免
許
証
、

車
検
証
、
身
体
障
害
者
・
戦
傷

病
者
・
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

※
運
転
者
と
障
が
い
者
が
同
一
世

帯
で
な
い
場
合
は「
自
動
車
税

等
に
か
か
わ
る
生
計
同
一
証
明

書
」
ま
た
は「
常
時
介
護
証
明

書
」（
減
免
申
請
以
前
1
ヶ
月
以

内
に
福
祉
課
で
交
付
を
受
け
た

も
の
に
限
る
）が
必
要
で
す
。

申
請
期
限　
5
月
26
日
㈪

◆
軽
自
動
車
で
前
年
度
に
減
免
を

受
け
て
い
る
場
合

3
月
中
旬
に
郵
送
し
た「
減
免

と
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
等
の

現
況
報
告
書
」が
新
年
度
の
減

免
申
請
書
と
な
り
ま
す
。
ま
だ

お
手
元
に
お
持
ち
の
方
は
、
該

当
す
る
事
項
を
記
入
の
上
、
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
軽
自
動
車
を
身
体
障
が
い
者
用

に
改
造
し
て
あ
る
場
合

車
椅
子
の
昇
降
装
置
や
車
止

め
、
浴
槽
の
設
置
な
ど
身
体
障

が
い
者
用
に
改
造
し
て
あ
る
軽

自
動
車
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

は
税
金
の
減
免
申
請
が
で
き
ま

す
。
営
業
用
、
自
家
用
の
別
は

問
い
ま
せ
ん
。

申
請
期
限　
5
月
26
日
㈪

◆
普
通
車
の
場
合

愛
知
県
東
三
河
県
税
事
務
所（
☎

０
５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

都
市
施
設
課
1
66
◆

1
1
4
1

蒲
郡
南
駅
前
広
場
の
公
共

駐
車
場
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

4
月
1
日
か
ら
蒲
郡
南
駅
前
広

場
の
西
側
に
公
共
駐
車
場
が
オ
ー

プ
ン
し
ま
す
。

名　
称　
蒲
郡
南
駅
前
広
場
公
共

駐
車
場

収
容
台
数　
43
台

利
用
時
間　
終
日
。
た
だ
し
、
午

後
10
時
か
ら
午
前
6
時
ま
で
は

入
場
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
料
金　
30
分
ま
で
無
料
。
な

お
、
30
分
を
超
え
る
場
合
は
、

そ
の
超
え
る
時
間
に
つ
い
て
30

分
ご
と
に
100
円
を
加
算
し
ま

す
。

駐
車
で
き
る
車　
普
通
自
動
車
お

よ
び
軽
自
動
車（
二
輪
自
動
車

は
除
く
）

市内で新たな投資をされる事業者の方を応援します

　市では、市内にある既存の産業を応援し、また新しい企業を市内へ呼び込むために、事業用
で一定以上の投資をした方に「産業支援奨励金」を交付しています。工場や事務所、賃貸住宅の
建設や機械設備の導入など、対象となる投資の予定のある事業者の方は、ぜひご活用ください。
なお、この奨励金は平成22年度申請分までが対象です。
○対象となる方
　固定資産税評価額が3千万円以上（大企業は1億円以上）となる事業用の家屋や償却資産を新たに取得する予定の法人・個
人です。家屋と償却資産は別々に計算します。家屋用地として土地も取得する場合は、土地の評価額を家屋の評価額に合算で
きます。
※支援を受けることができるのは1事業者で家屋、償却資産それぞれ1回です。
○支援の内容
　対象となる資産の固定資産税相当額を、家屋については3年間、償却資産については1年間、固定資産税を納めた翌年に奨
励金として交付します。家屋用地として土地も取得する場合は、土地の税額も合算して交付します。奨励金の上限は年間5千
万円です。
○申請の手続き
　投資を行う前（購入の場合は購入前、家屋の新増築の場合は工事着工前）に事業の認定申請を商工観光課で行ってください。

ご活用ください
「産業支援奨励金」

商工観光課 ☎66◆1119

2008.4
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蒲郡駅南口

一
般
者
乗
降
場

バ
ス
乗
降
場

タクシー乗降場 バス乗降場

競艇ファンバス乗降場

港町3番交差点蒲郡駅南交差点

蒲郡南駅前広場

公共駐車場


